
 

 

 

 

 

 

川西市みどりの基本計画（案） 

修正対比表 

資料３ 



1 

 

項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

【1 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

 

（１）みどりの基本計画の概要と改訂の背景 

みどりの基本計画は、都市緑地法に規定された、市

が市域における緑地の適正な保全と緑化の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、み

どりの将来像や、将来像を実現するための施策など

を定めたみどりに関する総合的な計画です。 

策定にあたっては、市総合計画などに示された将来

の都市像と整合を図りつつ、市の独自性、創意工夫

を発揮し地域の実情を十分に勘案するほか、市民、

事業者、行政が協働して施策に取組むことで川西市

らしいみどりの実現をすすめます。 

（１）みどりの基本計画の概要と改定の背景 

みどりの基本計画は、都市緑地法に規定された、市

が市域における緑地の適正な保全と緑化の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、み

どりの将来像とその実現のための施策などを定め

たみどりに関する総合的な計画です。 

策定にあたっては、総合計画などに示された将来の

都市像と整合を図りつつ、本市の独自性、創意工夫

を発揮し地域の実情を十分に勘案するほか、市民、

事業者、行政が協働して施策に取り組むことで川西

らしいみどりの実現を進めます。 

ご意見を踏まえ、文言

を修正しました。また、

表記揺れについて統一し

ました。 

【1、2 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

 

（２）都市緑地に係る国の動き 

平成 29（2017）年に公布された「都市緑地法等の一

部を改正する法律」を踏まえ、民間活力を最大限活

かして、緑・オープンスペースの整備・保全を効果

的に推進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを実現す

ることを目指した取り組みが進められています。 

①占用物件への保育所等の追加 

・制度を活用した公園では、公園の活性化、保育所

整備に合わせた公園機能の充実、地域の子育て環境

の向上、地域交流の創出といった効果が見られる一

方で、申請手続きに時間を要することや管理区分の

明確化が必要といった課題も挙げられています。 

 

（２）公園・緑地等に係る国の動き 

平成 29（2017）年に公布された「都市緑地法等の一

部を改正する法律」を踏まえ、民間活力を最大限活

かして、緑・オープンスペースの整備・保全を効果

的に推進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを実現す

ることを目指した取組みが進められています。 

①占用物件への保育所等の追加 

・制度を活用した公園では、公園の活性化、保育所

整備に合わせた公園機能の充実、地域の子育て環境

の向上、地域交流の創出といった効果がみられる一

方で、申請手続きに時間を要することや管理区分の

明確化が必要といった課題もあげられています。 

 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

②Park-PFI 制度の創設 

・公園の整備において民間活力の導入を促進する

ことを目的に、公募設置管理制度（Park-PFI）が創

設され、公募選定された民間事業者が、収益施設を

設置と併せて広場整備等の公園リニューアルを行

えることとなりました。 

③公園協議会制度の創設～パークマネジメント組

織の制度化～ 

・公園管理者と地域の関係者等が、密に情報交換を

行い、公園の特性に応じた活性化方策や利用のルー

ル等について取り決め、実行していくことを期待

し、公園管理者は、協議会を組織できることする制

度が創設されました。 

④市民緑地認定制度の創設 

・良好な都市環境形成に寄与する緑地が不足する

地域において、NPO法人や企業等の民間主体が、空

き地等を活用して公園と同等の空間を創出し、一定

期間設置、管理、活用できる市民緑地認定制度が創

設されました。該当地の固定資産税・都市計画税の

軽減や植栽等の施設整備に対する補助が受けられ

ます。 

・緑地の整備、管理主体となる NPO法人や企業等の

民間主体は、「緑地保全・緑化推進法人（みどり法

人）」として、市区町村長が指定することが可能と

②Park-PFI 制度の創設 

・公園の整備において民間活力の導入を促進する

ことを目的に、公募設置管理制度（Park-PFI）が創

設され、公募選定された事業者が、収益施設を設置

と併せて広場整備などの公園リニューアルを行え

ることとなりました。 

③公園協議会制度の創設～パークマネジメント組

織の制度化～ 

・公園管理者と地域の関係者などが、密に情報交換

を行い、公園の特性に応じた活性化方策や利用のル

ール等について取り決め、実行していくことを期待

し、公園管理者は、協議会を組織できることとする

制度が創設されました。 

④市民緑地認定制度の創設 

・良好な都市環境形成に寄与する緑地が不足する

地域において、NPO 法人や事業者などの民間主体

が、空き地等を活用して公園と同等の空間を創出

し、一定期間設置、管理、活用できる市民緑地認定

制度が創設されました。該当地の固定資産税・都市

計画税の軽減や植栽などの施設整備に対する補助

が受けられます。 

・緑地の整備、管理主体となる NPO法人や事業者な

どの民間主体は、「緑地保全・緑化推進法人（みど

り法人）」として、市区町村長が指定することが可
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項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

なりました（これまでは都道府県知事）。 

⑤都市農地の保全活用 

・良好な都市環境の形成を図る観点から保全すべ

き農地について、都市緑地法の諸制度において「緑

地」として積極的に位置付け、保全・活用を図るこ

とになりました。 

能となりました（これまでは都道府県知事）。 

⑤都市農地の保全と活用 

・良好な都市環境の形成を図る観点から保全すべ

き農地について、都市緑地法の諸制度において「緑

地」として積極的に位置づけ、保全と活用を図るこ

とになりました。 

【2、3 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（３）みどりを取り巻く社会潮流 

①～⑦の各項目 

 

文字の大きさ：１２ポイント、太字 

（３）みどりを取り巻く社会潮流 

①～⑦の各項目 

 

文字の大きさ：１１ポイント 

ご意見を踏まえ、フォ

ントを統一するよう修正

しました。 

【2、3 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（３）みどりを取り巻く社

会潮流 

①人口減少及び少子高齢化に伴う人口構造の変化 

・人口の減少、人口構成の変化（高齢化の進行、出

生数の低迷など）が顕在化するなか、地域コミュニ

ティの維持・再編や健康づくりなどへの関心が高ま

りつつあります。 

・こうしたなか、健康寿命向上のための健康づくり

の場として、また多様な主体の活動の場、緩やかな

交流の場として公園等の役割が重視されています。 

②異常気象に伴う自然災害の頻発化・激甚化 

～（略）～ 

③公共施設の老朽化への対応 

・これまで整備されてきた公共施設等が一斉に老

朽化する時代を迎え、行政も建設からマネジメント

へのシフトを迫られています。 

①人口減少および少子高齢化に伴う人口構造の変

化 

・人口の減少、人口構造の変化（高齢化の進行、出

生数の低迷など）が顕在化するなか、地域コミュニ

ティの維持・再編や健康づくりなどへの関心が高ま

りつつあります。 

・こうしたなか、健康寿命向上のための健康づくり

の場として、また多様な主体の活動の場、緩やかな

交流の場として公園などの役割が重視されていま

す。 

②異常気象に伴う自然災害の頻発化および激甚化 

～（略）～ 

③公共施設の老朽化への対応 

・これまで整備されてきた公共施設などの老朽化

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 



4 

 

項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

・施設長寿命化の考え方が重視されるなか、公園等

のみどりについても効率的な維持管理はもとより、

利用者ニーズに応じた既存公園の再編、活性化が重

視されています。 

④地球環境に配慮した持続可能な社会形成の追求 

・温室効果ガス排出量の増加などからくる地球環

境問題は、近年では行政はもとより、企業、市民レ

ベルでの取組みの重要性が示されています。 

～（略）～ 

⑦質の高い行財政運営の推進 

～（略）～ 

・このため、市民の安心・安全や、困っている人の

支えとなるような基礎的な施策はしっかり取り組

むべき一方で、見込まれる人口規模に合わせてコン

パクト化し、「選択と集中」や「量より質への転換」

を図っていく必要があり、質の高い行財政運営の推

進が求められています。 

が顕在化する時代を迎え、行政も建設からマネジメ

ントへのシフトを迫られています。 

・施設長寿命化の考え方が重視されるなか、公園・

緑地などのみどりについても効率的な維持管理は

もとより、利用者ニーズに応じた既存公園の再編、

活性化が重視されています 

④地球環境に配慮した持続可能な社会形成の追求 

・温室効果ガス排出量の増加などからくる地球環

境問題は、近年では行政はもとより、事業者、市民

レベルでの取組みの重要性が示されています。 

～（略）～ 

⑦質の高い行政経営の推進 

～（略）～ 

・このため、市民の安心・安全や、困っている人の

支えとなるような基礎的な施策はしっかり取り組

むべき一方で、見込まれる人口規模に合わせてコン

パクト化し、「選択と集中」や「量より質への転換」

を図っていく必要があり、質の高い行政経営の推進

が求められています。 

【4 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（４）本計画の位置づけ 

市内のみどりの保全、創出にあたっては、行政だけ

でなく、市民や民間企業等との協働が不可欠である

ことから、本市の実情を十分に勘案するとともに、

官民一体となって進められるような計画内容とし

ます。 

市内のみどりの保全、創出にあたっては、行政だけ

でなく、市民や事業者などとの協働が不可欠である

ことから、本市の実情を十分に勘案するとともに、

官民一体となって進められるような計画内容とし

ます。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

【5 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（５）対象とするみどり 

①みどりとは 

～（略）～ 

川西市では、妙見山の山々、黒川地区の里山およ

び集落地、知明湖（一庫ダム）や猪名川などの水辺・

河川沿い、またニュータウンを取り囲む丘陵地な

ど、自然地のみどりに恵まれているほか、公園緑地

や農業空間、社寺境内地などのみどりのオープンス

ペースがみられます。 

～（略）～ 

 

（図）本計画で対象となるみどり 

開発団地のみどり 

公園緑地のみどり 

①みどりとは 

～（略）～ 

本市では、妙見山の山々、黒川地区の里山および

集落地、知明湖や猪名川などの水辺・河川沿い、ま

たニュータウンを取り囲む丘陵地など、自然地のみ

どりに恵まれているほか、公園・緑地や農業空間、

社寺境内地などのみどりのオープンスペースがみ

られます。 

～（略）～ 

 

（図）本計画で対象となるみどり 

ニュータウンのみどり 

公園・緑地のみどり 

 

 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【6 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（５）対象とするみどり 

②緑地とは 

～（略）～ 

施設緑地は、都市公園あるいは公園のような形態の

オープンスペースで、地域制緑地は、法律や条令等

により、市や県、国が土地利用を規制・誘導するこ

とでみどりが保全される緑地です。いずれも公有地

はもとより、民有地を含みます。 

 

 

②緑地とは 

～（略）～ 

施設緑地は、都市公園あるいは公園のような形態の

オープンスペースで、地域制緑地は、法律や条令な

どにより、市や県、国が土地利用を規制・誘導する

ことでみどりが保全される緑地です。いずれも公有

地はもとより、民有地を含みます。 

 

 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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項目 
パブリックコメント時 

※    ：今回削除となった部分 

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※    ：今回追加となった部分 
修正理由 

（表）緑地の分類 

住区基幹公園、都市基幹公園、緩衝緑地等、（県営

公園含む） 

ニュータウン周辺緑地、児童遊園地、河川緑地、市

民運動場、グラウンド 等 

市役所、学校等周辺、街路樹、 等 

社寺境内地、商業施設周辺、 等 

～（略）～ 

けやき坂、日生ニュータウン内 

川西市ではなし 

（表）緑地の分類 

住区基幹公園、都市基幹公園、緩衝緑地（県立公園

含む） 

ニュータウン周辺の斜面緑地、児童遊園地、河川緑

地、市民運動場、グラウンド 等 

市役所や学校の植栽地、道路沿いの植栽帯、 等 

社寺境内地、商業施設の屋上緑化空間、 等 

～（略）～ 

鷹尾山けやき坂、日生ニュータウン内 

本市ではなし 

 

【7 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第１章 

（６）計画の枠組み 

（６）計画の枠組み 

現行計画の策定から 20 年が経過したことから、

市のみどりを取り巻く環境、市民ニーズなども変化

してきているほか、総合計画や都市計画マスタープ

ランなどの本市の基本的な方向性を示す計画の見

直しに即した計画として、みどりの基本計画の見直

しを行います。 

～（略）～ 

なお、目標年次における将来人口は、都市計画マ

スタープランと同様に下記の通り設定します。 

 

（６）計画の枠組み 

前計画の策定から 20 年が経過したことから、本

市のみどりを取り巻く環境、市民ニーズなども変化

してきているほか、総合計画や都市計画マスタープ

ランなどの本市の基本的な方向性を示す計画の見

直しに即した計画として、みどりの基本計画の見直

しを行います。 

～（略）～ 

なお、目標年次における将来人口は、都市計画マ

スタープランと同様に下記のとおり設定します。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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【8 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（１）川西市の概況 

①自然的条件 

～（略）～ 

○ 地勢 

・地形的特徴から、平野部が占める「南エリア」、

豊かな自然環境を形成し、北摂山系の比較的なだら

かな山並みが平がる「北エリア」、猪名川沿いの段

丘崖の「中エリア」に区分されています。 

～（略）～ 

○ 植生 

・北エリアはコナラーアベマキ群集やクヌギ－ニ

シノホンモンジスゲ群落、中エリアはアカマツ－モ

チツツジ群集が優占する二次林が広がるほか、スギ

－ヒノキ群落やモウソウチク－マダケ群落などの

人工林も集落周辺に見ることができます。 

～（略）～ 

・畑および水田は、市域全体に広がり、畦畔草地な

どの植物群落も多くみられます。その他の草地とし

ては、ゴルフ場が比較的広く分布しています。 

①自然的条件 

～（略）～ 

○ 地勢 

・地形的特徴から、平野部が占める「南エリア」、

豊かな自然環境を形成し、北摂山系の比較的なだら

かな山並みが広がる「北エリア」、猪名川沿いの段

丘崖の「中エリア」に区分されています。 

～（略）～ 

○ 植生 

・北エリアはコナラーアベマキ群集やクヌギ－ニ

シノホンモンジスゲ群落、中エリアはアカマツ－モ

チツツジ群集が優占する二次林が広がるほか、スギ

－ヒノキ群落やモウソウチク－マダケ群落などの

人工林も集落周辺にみることができます。 

～（略）～ 

・畑および水田は、市域全体に広がり、畦畔草地な

どの植物群落もみられます。その他の草地として

は、ゴルフ場が広く分布しています。 

ご意見を踏まえ、誤字

を修正し、表記揺れにつ

いて統一しました。また、

内容を分かりやすくする

ため、文言を修正しまし

た。 

【9 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（１）川西市の概況 

②社会的条件 

〇 市街地の発展とまちの特徴 

～（略）～ 

・市の中心部である川西能勢口駅、ＪＲ川西池田駅

の周辺では、市街地再開発事業、連続立体交差事業

などの都市整備が進められ、交通結節機能の強化や

広域商業機能の充実が図られています。 

〇 人口 

②社会的条件 

〇 市街地の発展とまちの特徴 

～（略）～ 

・本市の中心部である阪急川西能勢口駅、ＪＲ川西

池田駅の周辺では、市街地再開発事業、連続立体交

差事業などの都市整備が進められ、交通結節機能の

強化や広域商業機能の充実が図られています。 

〇 人口 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、施設名称表記

を統一するため、文言を

修正するとともに、人口

の推移について出典を記

載しました。 
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 ・1970 年代からの大規模団地の開発を契機に、

人口は急増してきましたが、平成 17(2005)年に

15.8 万人をピークに、横ばいから緩やかな減少傾

向となっています。 

 

（図）人口の推移 

（図）年齢３区分別人口の推移 

 ・1970 年代からのニュータウンの開発を契機に、

人口は急増してきましたが、平成 17(2005)年に

15.8 万人をピークに、横ばいから緩やかな減少傾

向となっています。 

 

（図）人口の推移（出典：各年国勢調査） 

（図）年齢３区分別人口の推移（出典：国勢調査） 

【10 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（１）川西市の概況 

〇 土地利用 

～（略）～ 

・中エリアには各駅周辺部や国道沿いに商業系土

地利用が位置付けられているほかは住宅系（おもに

低層住宅）の土地利用が多くみられます。 

〇 土地利用 

～（略）～ 

・中エリアには各駅周辺部や国道沿いに商業系土

地利用が位置づけられているほかは住宅系（おもに

低層住宅）の土地利用が多くみられます。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【11 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（２）みどりの現況 

①概況 

～（略）～ 

・中エリアには丘陵地の自然地のなかに、斜面緑地

を周辺に残すニュータウン開発が進められ、地域内

には一定の公園や街路沿いに十分なみどりが確保

されています。 

・南エリアはミニ開発が進められたため、都市公園

等や街路樹などまちなかのみどりはあまり多いと

は言えない状況となっています。 

②緑被の概況（みどりの土地利用＜都市計画基礎調

査から＞） 

・市街化調整区域では山林やゴルフ場等大半が緑

被地である一方で、市街化区域では緑被地がほとん

どみられず、南側の中国自動車道周辺に比較的まと

①概況 

～（略）～ 

・中エリアには丘陵地の自然のなかに、斜面緑地を

周辺に残すニュータウン開発が進められ、地域内に

は一定の公園や道路沿いに計画的なみどりが確保

されています。 

・南エリアは小規模な開発が進められたため、公園

や街路樹などまちなかのみどりはあまり多いとは

言えない状況となっています。 

②緑被の概況（みどりの土地利用＜都市計画基礎調

査から＞） 

・市街化調整区域では山林やゴルフ場など大半が

緑被地である一方で、市街化区域では緑被地がほと

んどみられず、南側の中国自動車道周辺に比較的ま

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正し、整合を図るため、

写真キャプションを追加

しました。 
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まった生産緑地の畑・採草牧草地等のみどりを除く

と、水面や都市公園、開発地縁辺部の斜面緑地が点

在しているのみです。 

・北エリアの市街化調整区域では、妙見山などの山

林のほか、ゴルフ場や、知明湖の水面、一庫公園の

公共空地が目立つほか、集落周辺では田畑・採草牧

草地等もみられます。 

・グリーンハイツや清和台を囲む緑地として、地元

ボランティア管理による水明台エドヒガンの森や

虫生の森といった自然豊かな山林のみどりや農地

が残されています。 

 

（写真） 

とまった生産緑地の田畑・採草牧草地などのみどり

を除くと、水面や都市公園、ニュータウン周辺に斜

面緑地が点在しているのみです。 

・北エリアの市街化調整区域では、妙見山などの山

林のほか、ゴルフ場や知明湖の水面、県立一庫公園

の公共空地が目立つほか、集落周辺では田畑や採草

牧草地などもみられます。 

・多田グリーンハイツや清和台を囲む緑地として、

地元ボランティア管理による水明台エドヒガンの

森や虫生の森といった自然豊かな山林のみどりが

残されています。 

 

（写真） 

・黒川の里山 

【12 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

 

（２）みどりの現況 

（図）みどりの土地利用の状況 

・地名表記の削除 

（写真） 

・一庫ダム周辺の里山 

（２）みどりの現況 

（図）みどりの土地利用の状況 

 

（写真） 

・知明湖周辺の里山 

ご意見を踏まえ、見や

すくなるよう地名表記を

削除し、表記揺れについ

て統一しました。 

【13 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（２）みどりの現況 

③緑地の状況 

～（略）～ 

・市民一人当たり都市公園面積は 8.0 ㎡で、全国平

均 10.7 ㎡/人（令和 3(2021)年 3 月 31 日現在）を下

回っていますが、将来の人口減を踏まえると、面積

的には充足してくることが想定されます（令和

22(2040)年人口では 9.3 ㎡/人）。一方、配置状況を

③施設緑地の現状 

～（略）～ 

・市民一人当たり都市公園面積は 8.0 ㎡で、全国平

均 10.7 ㎡/人（令和 3(2021)年 3 月 31 日現在）を下

回っていますが、将来の人口減を踏まえると、面積

的には充足してくることが想定されます（令和

22(2040)年人口では 9.3 ㎡/人）。一方、配置状況を

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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みると、計画的な公園配置が行われてきた大規模ニ

ュータウンと比較すると、旧市街地やミニ開発が進

行してきたJR南側市街地においては不足している

と言えます。 

・このほか、ニュータウン周辺緑地 126.2ha や児

童遊園地 29 箇所、1.96ha をはじめ、公共や民間に

よるグラウンドやキャンプ場、ゴルフ場などの公園

的な空間もみられます。 

 

みると、計画的な公園配置が行われてきたニュータ

ウンと比較すると、旧市街地や小規模な開発が進行

してきたJR南側市街地においては不足していると

言えます。 

・このほか、ニュータウン周辺緑地 126.2ha や児

童遊園地 29 箇所、1.96ha をはじめ、公共や民間に

よるグラウンドやキャンプ場、ゴルフ場などの施設

緑地もみられます。 

 

【14 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（２）みどりの現況 

④地域制緑地等の現状 

～（略）～ 

〇 自然公園区域 

・「猪名川渓谷県立自然公園（普通地域）」として、

約 1,004ha が指定されています。 

・市北部の一庫ダム（知明湖）を中心に良好な自然

環境がみられ、その利用拠点として県立一庫公園が

配置されています 

〇 生産緑地区域 

・大規模ニュータウン以外の市街地一帯に点在し

ており、面積約 73.27ha におよびます。 

〇 緑地協定 

令和 3(2021)年 3 月現在の緑地協定数は 10 協定、

合計面積は 9.27ha で、その内訳は、けやき坂が 8

協定、日生ニュータウンが 2 協定となっています。

いずれも低層戸建住宅地区であり、開発事業者によ

る一人協定です。 

④地域制緑地等の現状 

～（略）～ 

〇 自然公園区域 

・「猪名川渓谷県立自然公園（普通地域）」として、

約 1,004ha が指定されています。 

・市北部の知明湖を中心に良好な自然環境がみら

れ、その利用拠点として県立一庫公園が配置されて

います 

〇 生産緑地地区 

・ニュータウン以外の市街地一帯に点在しており、

面積約 73.27ha におよびます。 

〇 緑地協定 

令和 3(2021)年 3 月現在の緑地協定数は 10 協定、

合計面積は 9.27ha で、その内訳は、鷹尾山けやき

坂が 8 協定、日生ニュータウンが 2 協定となって

います。いずれも低層の戸建住宅が建ち並ぶ地区で

あり、開発事業者による一人協定です。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 



11 

 

【16 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（２）みどりの現況 

⑥市民意向 

～（略）～ 

・「川西のみどり」として、黒川地区の里山や山岳

部の森林、猪名川などの自然地のみどりのほか、ま

ちなかのみどりである神社仏閣の社寺林、キセラ川

西せせらぎ公園などが評価されています。 

・地域のみどりに対しては、公園の管理にもっと力

を入れてほしい、日陰を作る樹木をもっと増やして

ほしいという要望がみられました。 

⑥市民意向 

～（略）～ 

・「川西市のみどり」として、黒川地区の里山や山

岳部の森林、猪名川などの自然地のみどりのほか、

まちなかのみどりである神社仏閣の社寺林、キセラ

川西せせらぎ公園などが評価されています。 

・「お住いの地域のみどり」に対しては、公園の管

理にもっと力を入れてほしい、日陰を作る樹木をも

っと増やしてほしいという要望がみられました。 

内容を分かりやすくす

るため、文言を修正しま

した。 

【17 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第２章 

（３）みどりの課題 

（３）課題 

〇 市の特徴である自然的なみどりの保全 

～（略）～ 

・ニュータウン周辺の斜面緑地では、土砂災害特別

警戒区域の指定やゲリラ豪雨によるリスクが増加

しており、防災面での重要性に配慮する必要があり

ます。 

〇 まちなかのみどりの整備、再整備 

～（略）～ 

・開発から数十年が経過し、地域の現状や利用者ニ

ーズの変化に対応した公園のあり方の見直し、再整

備が求められています。 

・施設が画一的、禁止事項が多いなどの課題に対応

し、とくに利用者である子どもにとって魅力的で、

遊びやすい公園づくりが求められています。 

～（略）～ 

〇 みどりの適切な維持管理の推進 

（３）みどりの課題 

〇 本市の特徴である自然緑地の保全 

～（略）～ 

・ニュータウン周辺の斜面緑地では、土砂災害特別

警戒区域の指定やゲリラ豪雨による災害リスクが

増加しており、防災面での重要性に配慮する必要が

あります。 

〇 まちなかのみどりの整備・再整備 

～（略）～ 

・ニュータウン開発から数十年が経過し、地域の現

状や利用者ニーズの変化に対応した公園のあり方

の見直し、再整備が求められています。 

・公園施設が画一的、禁止事項が多いなどの課題に

対応し、とくに利用者である子どもにとって魅力的

で、遊びやすい公園づくりが求められています。 

～（略）～ 

〇 みどりの適切な維持管理の推進 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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～（略）～ 

・公園や街路樹の整備から年数が経過したことに

伴い、植栽した樹木が大きく成長し、見通しの阻害

や雰囲気の悪化など、施設内や周辺における安全性

や快適性の確保が課題となっています。 

～（略）～ 

・みどりの維持管理を効率的かつ持続的に進める

ため、身近な公園管理に関わる市民や企業などとの

協働のあり方を定める必要があります。 

～（略）～ 

・公園や街路樹の整備から年数が経過したことに

伴い、植栽した樹木が大きく成長し、見通しの阻害

や景観の悪化など、施設内や周辺における安全性や

快適性の確保が課題となっています。 

～（略）～ 

・みどりの維持管理を効率的かつ持続的に進める

ため、身近な公園管理に関わる市民や事業者などと

の協働のあり方を定める必要があります。 

【18 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

 

①みどりの効果 

 基本理念の検討に向けて、期待されるみどりの効

果を整理し計画づくりに展開します。 

 期待される効果としては、みどりが存在すること

で発揮される「存在効果」とみどりを利用すること

で生み出される「利用効果」のほか、活用を通じて

地域コミュニティの形成やまちの魅力づくりなど

その周辺へ波及させる（オフサイト）「波及効果」

に着目していくことが重視されています。 

 

《期待されるみどりの効果》 

オフサイト（滲み出型） 

オンサイト（現地型） 

①みどりの効果 

 基本理念の検討に向けて、期待されるみどりの効

果を整理し計画づくりに展開します。 

 期待される効果としては、みどりが存在すること

で発揮される「存在効果」とみどりを利用すること

で生み出される「利用効果」のほか、活用を通じて

地域コミュニティの形成やまちの魅力づくりなど

その周辺へ波及させる「波及効果」に着目していく

ことが重視されています。 

 

《期待されるみどりの効果》 

（削除） 

（削除） 

ご意見を踏まえ、伝わ

りやすくするため、「オフ

サイト（滲み出型）」、「オ

ンサイト（現地型）」の表

記を削除しました。 
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【19 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

②基本理念 

本計画の基本理念は、市のみどりの特性およびみど

りを取り巻く社会潮流に配慮するほか、第 6 次川西

市総合計画における目指す都市像や基本姿勢（私た

ちが大切にしたい思い）、また都市計画マスタープ

ランのまちづくりの基本理念（目指す将来像）を反

映して、下記のとおり設定します。 

②基本理念 

本計画の基本理念は、本市のみどりの特性およびみ

どりを取り巻く社会潮流に配慮するほか、第 6 次川

西市総合計画におけるめざす都市像や基本姿勢（私

たちが大切にしたい思い）、また都市計画マスター

プランのまちづくりの基本理念（めざす将来像）を

反映して、下記のとおり設定します。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、上位計画と文

言を整合するため修正し

ました。 

【19 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

 

②基本理念 

－第 6 次川西市総合計画－ 

《めざす都市像》 

心地よさ 息づくまち 川西 

～ジブンイロ叶う未来へ～ 

②基本理念 

－第 6 次川西市総合計画－ 

《めざす都市像》 

心地よさ 息づくまち 川西 

～ジブンイロ 叶う未来へ～ 

ご意見を踏まえ、ジブ

ンイロと叶うの間に半角

スペースを追加しまし

た。 

【19 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

 

②基本理念 

社会潮流 

①人口減少及び少子高齢化に伴う人口構造の変化 

②異常気象に伴う自然災害の頻発化・激甚化 

～（略）～ 

⑦質の高い行財運営の推進 

 

みどりの現状 

・市街化調整区域は山林やゴルフ場等のみどりが

みられるほか、水面や都市公園、ニュータウン周辺

の斜面緑地が点在している。 

・南側の中国自動車道周辺に比較的まとまった生

産緑地の畑・採草牧草地等のみどりがみられるほ

②基本理念 

社会潮流 

①人口減少および少子高齢化に伴う人口構造の変

化 

②異常気象に伴う自然災害の頻発化および激甚化 

～（略）～ 

⑦質の高い行政経営の推進 

 

みどりの現況 

・市街化調整区域は山林やゴルフ場などのみどり

がみられるほか、水面や都市公園、ニュータウン周

辺に斜面緑地が点在している。 

・南側の中国自動車道周辺に比較的まとまった生

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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か、水面や都市公園、開発地縁辺部の斜面緑地が点

在している。 

 

みどりの課題 

・市の特徴である自然的なみどりの保全 

・まちなかのみどりの整備、再整備 

 

みどりの効果 

～（略）～ 

・みどりの波及効果（コミュニティ形成、教育・文

化の推進、健康・福祉の向上、地元愛の育成、経済

効果） 

産緑地の田畑・採草牧草地などのみどりがみられる

ほか、水面や都市公園、ニュータウン周辺に斜面緑

地が点在している。 

 

みどりの課題 

・本市の特徴である自然緑地の保全 

・まちなかのみどりの整備・再整備 

 

みどりの効果 

～（略）～ 

・みどりの波及効果（コミュニティ形成、教育・文

化の推進、健康・福祉の向上、地元愛育成、経済効

果） 

【19 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

《基本理念》 の３つの理念 

 

フォント：HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体 

《基本理念》 の３つの理念 

 

フォント：メイリオ 

ご意見を踏まえ、読み

やすくするため、フォン

トを変更しました。 

【19 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（１）基本理念の設定 

《基本理念》 

〇 楽しいみどりの仕組みづくり（ひと・社会） 

みどりを利用するだけでなく、市民、企業、行政が

ともに育んでいくことで愛着あるまちをつくる 

〇 川西市らしいみどりの環境づくり（自然・環境） 

「川西らしさ※」を担う素材となるよう、従来のみ

どりをまもり、新しいみどりを生み出す 

～（略）～ 

「川西らしいみどり」は、川西市を特徴づけるみど

りとして、平野部に市街地が広がるが、周辺には身

《基本理念》 

〇 楽しいみどりの仕組みづくり（ひと・社会） 

みどりを利用するだけでなく、市民、事業者、行政

がともに育んでいくことで愛着あるまちをつくる 

〇 川西らしいみどりの環境づくり（自然・環境） 

「川西らしさ※」を担う素材となるよう、従来のみ

どりを守り、新しいみどりを生み出す 

～（略）～ 

「川西らしいみどり」は、川西市を特徴づけるみど

りとして、平野部に市街地が広がるが、周辺には身

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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近に丘陵地や河川のみどりが展開するという構造、

里山のみどり、棚田、大規模ニュータウン周辺のみ

どり、社寺境内のみどりなどを表す。 

近に丘陵地や河川のみどりが展開するという構造、

里山、棚田、ニュータウン周辺のみどり、社寺境内

地のみどりなどを表す。 

【20 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

 

（２）みどりの将来像の設定 

基本理念およびみどりの効果を踏まえながら、川西

市の将来のみどりの姿を、「自然・環境」、「ひと・

社会」、「まち・経済」という要素から、その将来像

を描き、相互の好循環のもとその実現をめざしま

す。 

（２）みどりの将来像の設定 

基本理念およびみどりの効果を踏まえながら、本市

の将来のみどりの姿を、「自然・環境」、「ひと・社

会」、「まち・経済」という要素から、その将来像を

描き、相互の好循環のもとその実現を目指します。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【20 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

自然・環境 

＜取組内容＞ 

～（略）～ 

○開発地背後の丘陵部のみどりの保全と活用 

～（略）～ 

ひと・社会 

＜取組内容＞ 

～（略）～ 

○ 大規模ニュータウンの市民活動のみどりの拠点

の機能向上 

まち・経済 

＜取組内容＞ 

○ 身近に花やみどりにふれあえる街なかのみどり

づくり 

～（略）～ 

○ 大規模ニュータウンのみどりのまちづくり 

自然・環境 

＜取組み内容＞ 

～（略）～ 

市街地背後の丘陵部のみどりの保全と活用 

～（略）～ 

ひと・社会 

＜取組み内容＞ 

～（略）～ 

○ニュータウンの市民活動のみどりの拠点の機能

向上 

まち・経済 

＜取組み内容＞ 

○ 身近に花やみどりにふれあえるまちなかのみど

りづくり 

～（略）～ 

○ニュータウンのみどりのまちづくり 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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【20 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

～（略）～ 

「みどりのゾーン」は、川西市のみどりの構造を

反映し、山系の自然緑地のゾーンと公園緑地・街路

樹など施設系のみどりのゾーンに大きく分け、さら

にその特徴に応じて区分することで主に存在効果

を発揮します。また、「みどりの軸」は、本市の自

然環境の生命線とも言えるもっとも重要な環境軸

(背骨)である猪名川等を位置付け、主に波及効果を

発揮するほか、「みどりの拠点」は市の代表的な公

園に位置付け、それぞれがみどりのすべての効果

（存在、利用、波及効果）を最大限に発揮すること

を目指します。 

～（略）～ 

「みどりのゾーン」は、本市のみどりの構造を反

映し、山系の自然緑地のゾーンと公園緑地・街路樹

など施設系のみどりのゾーンに大きく分け、さらに

その特徴に応じて区分することで主に存在効果を

発揮します。また、「みどりの軸」は、本市の自然

環境の生命線とも言えるもっとも重要な環境軸(背

骨)である猪名川などを位置づけ、主に波及効果を

発揮するほか、「みどりの拠点」は本市の代表的な

公園に位置づけ、それぞれがみどりのすべての効果

（存在、利用、波及効果）を最大限に発揮すること

を目指します。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【21 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

（凡例）「みどりの拠点」の目指すめざすべき姿 

①キセラ川西せせらぎ公園 

市中心部の顔となる公園であり、コミュニティ形成

や環境改善のモデル公園として、市民による管理運

営により、さらなる魅力の向上を目指す。 

～（略）～ 

●大規模ニュータウン内の拠点公園（地区、近隣公

園） 

（凡例）「みどりの拠点」の目指すめざすべき姿 

①キセラ川西せせらぎ公園 

本市中心部の顔となる公園であり、コミュニティ形

成や環境改善のモデル公園として、市民による管理

運営により、さらなる魅力の向上を目指す。 

～（略）～ 

●ニュータウン内の拠点公園（地区、近隣公園） 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【21 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

（凡例）「みどりのゾーン」の目指すべき姿 

みどりに包まれた大規模ニュータウン 

景観に優れた快適で良好な大規模ゆったりとした

大規模ニュータウンとして、地区の魅力をさらに高

める公園や街路緑地、住宅地のみどりづくりを目指

す。 

（凡例）「みどりのゾーン」の目指すべき姿 

みどりに包まれたニュータウン 

景観に優れた快適なニュータウンとして、地区の魅

力をさらに高める公園および道路、住宅地のみどり

づくりを目指す。 

身近に花やみどりに触れあえる市街地 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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身近に花やみどりに触れあえる市街地 

みどりの少ない都市部においては、公園や空き地、

街路など公有地、民有地を問わず、公民協働で適正

な維持管理によるみどりのまちづくりを目指す。 

みどりの少ない都市部においては、公園や空き地、

道路など公有地、民有地を問わず、公民協働で適正

な維持管理によるみどりのまちづくりを目指す。 

【21 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

（凡例）「みどりの軸」の目指すべき姿 

市を南北に貫く猪名川・一庫大路次川 

北エリアの自然地から南エリアの市街地までを貫

く猪名川及び一庫大路次川は環境軸として、水辺の

自然環境を後世に守り継承することを目指す。 

（凡例）「みどりの軸」の目指すべき姿 

本市を南北に貫く猪名川・一庫大路次川 

北エリアの自然地から南エリアの市街地までを貫

く猪名川および一庫大路次川は環境軸として、水辺

の自然環境を後世に守り継承することを目指す。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【21 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

（２）みどりの将来像の設

定 

（凡例）みどりのゾーン 

みどりに包まれた大規模ニュータウン 

（凡例）みどりのゾーン 

みどりに包まれたニュータウン 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【22 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

 

（３）基本方針の設定 の基本方針 

 

フォント：HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体 

②基本理念 の３つの理念 

 

フォント：メイリオ 

ご意見を踏まえ、読み

やすくするため、フォン

トを変更しました。 

【22 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

 

（３）基本方針の設定 

（写真） 

 

（３）基本方針の設定 

（写真） 

・せせらぎ水路 

整合を図るため、写真

キャプションを追加しま

した。 

【23 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第３章 

 

（４）将来目標指標の検討 

（表）将来目標指標 

緑地面積 

（都市公園、ニュータウン周辺緑地、児童遊園地、

近郊緑地区域、自然公園区域、生産緑地 

（重複を除く）） 

～（略）～ 

（４）将来目標指標の検討 

（表）将来目標指標 

緑地面積 

（都市公園、ニュータウン周辺緑地、児童遊園地、

近郊緑地区域、自然公園区域、生産緑地地区 

（重複を除く）） 

～（略）～ 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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みどりの活動や魅力を発信した市 HP のアクセス

数 

みどりの活動や魅力を発信した本市 HP のアクセ

ス数 

【25 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（１）みどりの施策の体系 

《基本施策》 

～（略）～ 

③つくられた公共のみどりの質の向上 

＊公園緑地・街路樹の点検・評価 

＊公園緑地・街路樹の維持管理の推進 

＊公共公益施設緑化の推進 

④ふるさと団地周辺緑地の利用促進 

＊団地住民や企業などによる緑地の活用・管理 

～（略）～ 

②公園の再整備、再編の推進 

～（略）～ 

③特色ある公園づくりの推進 

＊子どもが思いきり遊べる公園づくりの推進 

～（略）～ 

①自然のみどりを協働で守り育む活動の推進 

＊山林や河川、歴史的みどりの保全、活用に関する

市民活動の拡充、支援 

《基本施策》 

～（略）～ 

③つくられた公共のみどりの質の向上 

＊公園・緑地や街路樹の点検・評価 

＊公園・緑地や街路樹の維持管理の推進 

＊公共公益施設緑化の推進 

④ふるさと団地周辺緑地の利用促進 

＊団地住民や事業者などによる緑地の活用と管理 

～（略）～ 

②公園の再整備および再編の推進 

～（略）～ 

③特色ある公園づくりの推進 

＊子どもが思いきり遊べる公園づくり 

～（略）～ 

①自然のみどりを協働で守り育む活動の推進 

＊山林や河川、歴史的みどりの保全と活用に関する

市民活動の拡充および支援 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【26 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりと調和する 

①自然緑地の保護・保全 

〇 山のみどりの保護・保全 

北エリア全体や中エリアに残る山のみどりについ

ては、「川西市森林整備計画」に基づき、重視すべ

き機能に応じた適正な森林施業の実施により、健全

な森林の育成を図ります。 

①自然緑地の保護・保全 

〇 山のみどりの保護・保全 

北エリア全体や中エリアに残る山のみどりについ

ては、「川西市森林整備計画」に基づき、重視すべ

き機能に応じた森林施業の実施により、健全な森林

の育成を図ります。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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このため、開発事業者への指導や土地所有者への支

援、維持管理団体の育成等に努めます。 

〇 水辺のみどりの保護・保全 

猪名川河畔や知明湖などの水辺のみどりは、市を代

表する貴重な自然緑地として、市民や企業など多様

な主体との協働による保護・保全を進めます。 

～（略）～ 

また、生物多様性の保全に向け、自然緑地を保全・

維持管理する団体が継続して活動を行えるよう、新

たな参画者を募るための市民への情報発信のほか、

他の活動団体や教育機関、民間企業等との情報交

換、連携が進められる仕組みづくりを行います。 

～（略）～ 

農業従事者の高齢化や人手不足、農地の転用による

耕作地の減少、耕作放棄地の増加が危惧されること

から、「川西市産業ビジョン」と連携した新たな担

い手の育成や市民ファーマー制度の活用推進、農業

体験の場としての活用等を進めます。 

〇 自然災害の緩和に資するみどりの保全 

市街地背後の斜面緑地について、ゲリラ豪雨などに

よる土砂災害の被害緩和に資するため、適切な維持

管理、保全に努めます。 

農地については、豪雨時の雨水貯留や地震時の一時

避難場所の機能を有することから、適切な環境が維

持されるよう、農業の継続、農地の保全を働きかけ

ます。 

このため、開発事業者への指導や土地所有者への支

援、維持管理団体の育成などに努めます。 

〇 水辺のみどりの保護・保全 

猪名川河畔や知明湖などの水辺のみどりは、本市を

代表する貴重な自然緑地として、市民や事業者など

多様な主体との協働による保護・保全を進めます。 

～（略）～ 

また、生物多様性の保全に向け、自然緑地を保全・

維持管理する団体が継続して活動を行えるよう、新

たな参画者を募るための市民への情報発信のほか、

他の活動団体や教育機関、事業者などとの情報交

換、連携が進められる仕組みづくりを行います。 

～（略）～ 

農業従事者の高齢化や人手不足、農地の転用による

耕作地の減少、耕作放棄地の増加が危惧されること

から、「川西市産業ビジョン」と連携した新たな担

い手の育成や市民ファーマー制度の活用推進、農業

体験の場としての活用などを進めます。 

〇 自然災害の緩和に資するみどりの保全 

市街地背後の斜面緑地について、ゲリラ豪雨などに

よる土砂災害の被害緩和に資するため、適切な維持

管理および保全に努めます。 

農地については、豪雨時の雨水貯留や地震時の一時

避難場所の機能を有することから、適切な環境が維

持されるよう、農業の継続および農地の保全を働き

かけます。 
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【主な取組】 

～（略）～ 

・「川西市森林整備計画」に基づく森林の保全・整

備 

【主な取組み】 

～（略）～ 

・「川西市森林整備計画」に基づく森林の保全と整

備 

【27 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりと調和する 

②風格あるみどりの保護・保全 

〇 歴史的緑地の保護・保全 

多田神社などの川西市を特徴づける社寺境内のみ

どりや、瓦葺の家屋など歴史ある住宅と一体になっ

たみどりについて、所有者との調整のもと、保護・

保全に努めます。 

〇 里山の保護・保全 

菊炭の産地である黒川地区周辺など、伝統的な地域

産業と一体になった里山や棚田の風景を構成する

みどりについて、引き続き保護・保全に努めます。 

～（略）～ 

【主な取組】 

・歴史的緑地に関する情報発信、保全啓発の推進 

・保存樹制度の制定（所有者への支援、情報発信、

保全啓発） 

・森林レクリエーション及び自然・環境学習活動の

活性化などによる里山環境の保全 

②風格あるみどりの保護・保全 

〇 歴史的緑地の保護・保全 

多田神社などの本市を特徴づける社寺境内地のみ

どりや、瓦葺の家屋など歴史ある住宅と一体になっ

たみどりについて、所有者との調整のもと、保護・

保全に努めます。 

〇 里山の保護・保全 

菊炭の産地である黒川地区など、伝統的な地域産業

と一体になった里山や棚田の風景を構成するみど

りについて、引き続き保護・保全に努めます。 

～（略）～ 

【主な取組み】 

・歴史的緑地に関する情報発信および保全啓発の

推進 

・保存樹制度の制定（所有者への情報発信および保

全啓発、その他の支援） 

・森林レクリエーションおよび自然・環境学習活動

の活性化などによる里山環境の保全 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 

【27 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりと調和する 

③つくられた公共のみどりの質の向上 

〇 公園緑地・街路樹の点検・評価 

都市の環境保全や景観向上に資する公園や街路樹

のみどりについて、樹種や配置、緑量等のほか、市

③つくられた公共のみどりの質の向上 

〇 公園・緑地や街路樹の点検・評価 

都市の環境保全や景観向上に資する公園や街路樹

のみどりについて、樹種や配置、緑量などのほか、

ご意見を踏まえ、読み

やすくするため、重点施

策のページ番号を記載

し、重点施策を示すこと
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民意向など周辺状況を含めて現状の点検、評価を行

います。 

● 公園緑地・街路樹の維持管理の推進（⇒重点施

策「公共のみどりの質の向上」） 

選択と集中の観点から既存の公園緑地や街路樹な

どのみどりの見直しを行い、計画的に適切な維持管

理を推進します。 

～（略）～ 

【主な取組】 

・公園緑地や街路樹のみどりに関する管理計画の

策定および推進 

・公園施設総量のコントロールの実施 

・公共公益施設における緑化計画の検討、推進 

市民意向など周辺状況を含めて現状の点検、評価を

行います。 

● 公園・緑地や街路樹の維持管理の推進（⇒P.33 

重点施策「公共のみどりの質の向上」）※ 

選択と集中の観点から既存の公園・緑地や街路樹な

どのみどりの見直しを行い、計画的に適切な維持管

理を推進します。 

～（略）～ 

【主な取組み】 

・公園・緑地や街路樹のみどりに関する管理計画の

策定および推進 

・公園施設総量のコントロールの実施 

・公共公益施設における緑化計画の検討および推

進 

 

※「●」の基本施策については、基本施策の中でも

リーディングプロジェクトとして進めていく重点

施策につながる施策であることを示しています。 

を表す注釈を追加しまし

た。また、表記揺れにつ

いて統一しました。 

【28 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりと調和する 

④ふるさと団地※周辺緑地の利用促進 

〇 団地住民や企業などによる緑地の活用・管理（都

市緑地としての供用） 

ふるさと団地周辺のみどりについて、災害時の被害

拡大を抑制するよう適切な管理を進めるほか、環境

学習の場などに役立てるため、都市緑地として供用

します。 

～（略）～ 

④ふるさと団地※周辺緑地の利用促進 

〇 団地住民や事業者などによる緑地の活用と管理

（都市緑地としての供用） 

ふるさと団地周辺の緑地について、団地住民や事業

者などによる適切な管理を進めるほか、環境学習の

場などに役立てるため、都市緑地として供用しま

す。 

～（略）～ 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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【主な取組】 

・ふるさと団地周辺緑地の「都市緑地」としての供

用と適切な維持・活用の推進 

・ふるさと団地におけるみどりの市民活動への支

援、育成 

【主な取組み】 

・ふるさと団地周辺緑地の「都市緑地」としての供

用と適切な維持および活用の推進 

・ふるさと団地におけるみどりの市民活動への支

援および育成 

【29 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりを活かす 

①山や河川など自然のみどりの活用推進 

～（略）～ 

【主な取組】 

・環境学習となる場としての環境整備、情報発信 

・住民活動団体への支援、連携 

②公園の再整備、再編の推進 

～（略）～ 

〇 公園のあり方や配置の検討 

 老朽化や低未利用公園等については、人口減少を

見据え、現状の使われ方や地域住民のニーズを把握

し、周辺の複数公園を含めた役割分担や集約化な

ど、ストック活用の観点を踏まえ、地域全体での公

園等のあり方について検討します。 

【主な取組】 

・「公園施設長寿命化計画」に基づく施設更新 

・老朽化公園、低未利用公園における現状、ニーズ

の把握 

①山や河川など自然のみどりの活用推進 

～（略）～ 

【主な取組み】 

・環境学習となる場としての環境整備および情報

発信 

・住民活動団体への支援および連携 

②公園の再整備および再編の推進 

～（略）～ 

〇 公園のあり方や配置の検討 

 老朽化や低未利用となっている公園については、

人口減少を見据え、現状の使われ方や地域住民のニ

ーズを把握し、周辺の複数公園を含めた役割分担や

集約化など、ストック活用の観点を踏まえ、地域全

体での公園のあり方について検討します。 

【主な取組み】 

・「公園施設長寿命化計画」に基づく施設更新 

・老朽化公園、低未利用公園における現状およびニ

ーズの把握 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 

【30 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

③特色ある公園づくりの推進 

● 子どもが思い切り遊べる公園づくり（重点施策

「特色ある公園づくり」） 

③特色ある公園づくりの推進 

● 子どもが思い切り遊べる公園づくり（⇒P.34 

重点施策「特色ある公園づくりの推進」） 

ご意見を踏まえ、読み

やすくするため、重点施

策のページ番号を記載
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みどりを活かす ～（略）～ 

【主な取組】 

・「特色ある公園づくり」の取組支援・推進 

～（略）～ 

【主な取組み】 

・「特色ある公園づくり」の取組みへの支援および

推進 

し、表記揺れについて統

一しました。 

【31 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりを活かす 

④まちなかのみどりの活用 

〇 ふるさと団地再生のみどりの活用 

ふるさと団地内の主要公園については、地域景観の

形成、団地住民の交流、イベントの開催の活性化な

どを通して、団地再生の一翼を担う「みどりの拠点」

として位置づけるとともに、地域が主体となって管

理運営に取組む仕組みづくりを推進します。 

～（略）～ 

〇 まちなかの農地や緑地の活用とネットワーク化 

みどりの不足する都市部において、生産緑地の適切

な維持保全に向け、農地機能の情報発信や、農業の

担い手不足解消のため、「農地バンク制度」、「市民

ファーマー制度」等を活用し、農家と農業従事希望

者や企業、福祉事業所等をつなぎ合わせます。 

また、街路樹やポケットパークなどのまちなかの貴

重な緑地について、施設等と一体の魅力的なみどり

として活用し、まち全体でのネットワーク化を進め

ます 

【主な取組】 

・災害時の緊急避難や救援活動の拠点となる公園

緑地等の機能の拡充 

・生産緑地の維持、活用（多様な緑地機能の発信（交

④まちなかのみどりの活用 

〇 ふるさと団地再生のみどりの活用 

ふるさと団地内の主要公園については、地域景観の

形成、団地住民の交流、イベントの開催の活性化な

どを通して、団地再生の一翼を担う「みどりの拠点」

として位置づけるとともに、地域が主体となって管

理運営に取り組む仕組みづくりを推進します。 

～（略）～ 

〇 まちなかの農地や緑地の活用とネットワーク化 

みどりの不足する都市部において、生産緑地の適切

な維持保全に向け、農地機能の情報発信や、農業の

担い手不足解消のため、「農地バンク制度」、「市民

ファーマー制度」などを活用し、農家と農業従事希

望者や事業者、福祉事業所などをつなぎ合わせま

す。 

また、街路樹やポケットパークなどのまちなかの貴

重な緑地について、施設などと一体の魅力的なみど

りとして活用し、まち全体でのネットワーク化を進

めます 

【主な取組み】 

・災害時の緊急避難や救援活動の拠点となる公園・

緑地などの機能の拡充 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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流、販売等）） ・生産緑地の維持および活用（多様な緑地機能の発

信（交流、販売等）） 

【32 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（２）基本施策 

みどりのまちづくりを協

働で進める 

①自然のみどりを協働で守り育む活動の推進 

〇 山林や河川、歴史的みどりの保全、活用に関す

る市民活動の拡充、支援 

市のみどりを代表する山林や水辺、歴史的な自然の

みどりについて、市民が主体となる維持管理活動が

行われるよう、市民が参加しやすい仕組みづくりを

進めます。 

〇 ふるさと団地周辺における協働の管理体制づく

り 

ふるさと団地周辺のみどりについて保全を図ると

ともに、次世代を担う子どもを中心に身近に自然に

触れ、尊さ・面白さを知る環境学習の場としての活

用に向け、市民や民間企業と協働で取り組みます。 

【主な取組】 

・ボランティア団体への支援 

・活動者の増加に向けた自然緑地や既存の活動団

体に関する情報発信、交流機会の拡充 

・ふるさと団地周辺みどりの保全、活用を協働で取

り組むためのプラットフォームの整備 

②まちなかにおける協働でのみどりづくりの推進 

● 公園を核とした地域の賑わいづくり（重点施策

「緑化重点地区計画の推進」） 

～（略）～ 

〇 みどりを活かした交流の場づくり 

①自然のみどりを協働で守り育む活動の推進 

〇 山林や河川、歴史的みどりの保全と活用に関す

る市民活動の拡充および支援 

本市のみどりを代表する山林や水辺、歴史的な自然

のみどりについて、市民が主体となる維持管理活動

が行われるよう、市民が参加しやすい仕組みづくり

を進めます。 

〇 ふるさと団地周辺における協働の管理体制づく

り 

ふるさと団地周辺のみどりについて保全を図ると

ともに、次世代を担う子どもを中心に身近に自然に

触れ、尊さや面白さを知る環境学習の場としての活

用に向け、市民や事業者と協働で取り組みます。 

【主な取組み】 

・ボランティア団体への支援 

・活動者の増加に向けた自然緑地や既存の活動団

体に関する情報発信および交流機会の拡充 

・ふるさと団地周辺みどりの保全と活用を協働で

取り組むためのプラットフォームの整備 

②まちなかにおける協働でのみどりづくりの推進 

● 公園を核とした地域の賑わいづくり（⇒P.35 

重点施策「緑化重点地区計画の推進」） 

～（略）～ 

〇 みどりを活かした交流の場づくり 

ご意見を踏まえ、読み

やすくするため、重点施

策のページ番号を記載

し、表記揺れについて統

一しました。また、内容

を分かりやすくするた

め、文言を修正しました。 
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みどりを媒体とした交流の場づくりにむけ、駅前、

住宅地前など、まちなかのみどりにおける地域の維

持管理を促進します。 

みどりの魅力や緑化手法の紹介のほか、緑化可能場

所や活動団体に関する情報発信、イベントの開催等

により活動者の育成を進めます。また、活動団体間

の交流や連携に努めます。 

～（略）～ 

【主な取組】 

～（略）～ 

※エリアマネジメント：地域における良好な環境や

地域の価値を維持・向上させるための住民・事業者・

地権者等による取り組みのこと。地域のシンボルや

活動拠点として公園が位置付けられる場合が多い。 

みどりを媒体とした交流の場づくりに向け、駅前、

住宅地前など、まちなかのみどりにおける地域の維

持管理を促進します。 

みどりの魅力や緑化手法の紹介のほか、緑化対象と

なる場所や活動団体に関する情報発信、イベントの

開催等により活動者の育成を進めます。また、活動

団体間の交流や連携に努めます。 

～（略）～ 

【主な取組み】 

～（略）～ 

※エリアマネジメント：地域における良好な環境や

地域の価値を維持・向上させるための住民・事業者・

地権者などによる取り組みのこと。地域のシンボル

や活動拠点として公園が位置づけられる場合が多

い。 

【33～37 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（３）重点施策 

 

各項目の行頭記号：● 

（３）重点施策 

 

各項目の行頭記号：○ 

 ご意見を踏まえ、行頭

記号を変更しました。 

【33 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（３）重点施策 

①公共のみどりの質の向上（クオリティマネジメン

ト） 

公共のみどりである街路樹や公園樹木は、みどりの

都市景観を形成する重要な要素です。川西市におい

ては、植栽事業や樹木の生長に伴いみどりの量が確

保される一方で、剪定頻度の減少に伴う大木化、老

木化が進み、質の低下や危険木の増加、枝葉の繁茂

による視認性の悪化など周辺への悪影響を及ぼす

①公共のみどりの質の向上（クオリティマネジメン

ト） 

公共のみどりである街路樹や公園樹木は、みどりの

都市景観を形成する重要な要素です。本市において

は、植栽事業や樹木の生長に伴いみどりの量が確保

される一方で、剪定頻度の減少に伴う大木化や老木

化が進み、質の低下や危険木の増加、枝葉の繁茂に

よる視認性の悪化など周辺への悪影響を及ぼす状

ご意見を踏まえ、表記揺

れについて統一しまし

た。 
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状況が生じています。 

～（略）～ 

【具体的な取組】 

○ 街路樹・公園樹木のもつ機能や役割の「活用」 

～（略）～ 

○ 街路樹・公園樹木のもつ機能や役割の「維持」 

街路樹や公園樹木の機能や役割の維持に向け、市の

限られた予算のなかで、将来にわたり適正な維持管

理をおこなっていくため、適正な場所や量に対応す

る伐採、剪定等、維持管理を進めます。 

なお、樹木の特性上、機能、効果発揮までに十分な

時間が必要となることから、市民と将来像を共有

し、継続性を持って中長期的に取り組みます。 

況が生じています。 

～（略）～ 

【具体的な取組み】 

○ 街路樹・公園樹木の持つ機能や役割の「活用」 

～（略）～ 

○ 街路樹・公園樹木の持つ機能や役割の「維持」 

街路樹や公園樹木の機能や役割の維持に向け、本市

の限られた予算のなかで、将来にわたり適正な維持

管理を行っていくため、適正な場所や量に対応する

伐採、剪定等、維持管理を進めます。 

なお、樹木の特性上、機能や効果の発揮までに十分

な時間が必要となることから、市民と将来像を共有

し、継続性を持って中長期的に取り組みます。 

【34 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（３）重点施策 

②特色ある公園づくりの推進 

～（略）～ 

市民が公園のあり方を検討し、使いやすい公園を目

指すことで、公園が市の管理物というイメージか

ら、自分たちの利用する物となることが期待されま

す。 

子どもがいつでも思い切り遊べる公園の実現に向

けては、「ボール遊び禁止」など禁止・注意事項を

中心とした公園利用ルールから、柔軟で使いやすい

新たなルールの整備が必要です。ルール整備におい

ては、公園利用者および公園・まちに関心のある地

域住民が知恵を出し合いながら交流する、市民と公

園をつなぐ場（プラットホーム）の立ち上げを支援

②特色ある公園づくりの推進 

～（略）～ 

市民が公園のあり方を検討し、使いやすい公園を目

指すことで、公園が本市の管理物というイメージか

ら、自分たちの利用する物となることが期待されま

す。 

子どもがいつでも思い切り遊べる公園の実現に向

けては、「ボール遊び禁止」など禁止事項や注意事

項を中心とした公園利用ルールから、柔軟で使いや

すい新たなルールの整備が必要です。ルール整備に

おいては、公園利用者および公園・まちに関心のあ

る地域住民が知恵を出し合いながら交流する、市民

と公園をつなぐ場（プラットホーム）の立ち上げを

ご意見を踏まえ、表記揺

れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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するなど、市と協働で進めていきます。 

 

【具体的な取組】 

○特色ある公園づくりの取組支援・推進 

支援するなど、本市と協働で進めていきます。 

 

【具体的な取組み】 

○特色ある公園づくりの取組み支援および推進 

【35～36 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（３）重点施策 

③緑化重点地区計画の推進 

【緑化重点地区の概要】 

緑化重点地区とは、都市緑地法（第４条第２項第８

号）に基づき定められる地区で、「緑化地域以外で、

重点的に緑化の推進に配慮を加える地区」とされ

る。 

<緑化重点地区の選定条件> 

・駅前等の都市のシンボルとなる地区やみどりの

少ない住宅地 

・風致地区など都市の風致の維持が特に重要な地

区 

・防災上緑地の確保及および市街地における緑化

の必要性が比較的高い地区・防災上緑地の確保及び

市街地における緑化の必要性が比較的高い地区 

～（略）～ 

【地区の設定】 

川西市では、まちの顔となる JR 福知山線、阪急宝

塚線の主要駅周辺および新たな賑わいのまちづく

りが推進されてきたキセラ川西地区を含む一体と

なった地区を緑化重点地区として設定し、中心市街

地の活性化と連動したみどりのまちづくりを重点

的に推進することとする。 

③緑化重点地区計画の推進 

【緑化重点地区の概要】 

緑化重点地区とは、都市緑地法（第４条第２項第８

号）に基づき定められる地区で、「緑化地域以外で、

重点的に緑化の推進に配慮を加える地区」とされて

います。 

<緑化重点地区の選定条件> 

・駅前などの都市のシンボルとなる地区やみどり

の少ない住宅地 

・風致地区など都市の風致の維持が特に重要な地

区 

・防災上緑地の確保および市街地における緑化の

必要性が比較的高い地区 

～（略）～ 

【地区の設定】 

まちの顔となる JR 福知山線、阪急宝塚線の主要駅

周辺および新たな賑わいのまちづくりが推進され

てきたキセラ川西地区を含む一体となった地区を

緑化重点地区として設定し、中心市街地の活性化と

連動したみどりのまちづくりを重点的に推進しま

す。 

【みどりの現況・課題】 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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【みどりの現状・課題】 

○みどりの現状 

・地区全体として公園等のオープンスペースや街

路樹などのみどりは少ない。 

・都市公園は、キセラ川西せせらぎ公園が主要公園

（近隣公園）としてあげられるほかは、小規模街区

公園が５ヶ所、ポケットパーク 2 ヶ所あるのみ。 

・街路樹も主要幹線道路の歩道にみられるが、ボリ

ュームや連続性に欠ける。 

・商業・業務系の建物や公共公益施設においても、

みどりのスペースを十分に確保しているところは

少なく、全体としてみどりの少ない市街地景観とな

っている。 

○みどりの課題 

＊中心市街地活性化に資する公園緑地等の有効活

用 

○みどりの現況 

・地区全体として公園などのオープンスペースや

街路樹などのみどりは少ない状況にあります。 

・都市公園は、キセラ川西せせらぎ公園が主要公園

（近隣公園）としてあげられるほかは、小規模街区

公園が５ヶ所、ポケットパークが 2 ヶ所に限られて

います。 

・街路樹も主要幹線道路の歩道にみられますが、ボ

リュームや連続性に欠けています。 

・商業・業務系の建物や公共公益施設においても、

みどりのスペースを十分に確保しているところは

少なく、全体としてみどりの少ない市街地景観とな

っています。 

○みどりの課題 

＊中心市街地活性化に資する公園・緑地などの有効

活用 

【36～37 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第４章 

（３）重点施策 

③緑化重点地区計画の推

進 

 

【みどりのまちづくりの基本方針と施策展開】 

○まちの顔にふさわしい質の高い緑化の推進 

＊公共公益施設等における景観や見え方に配慮し

た緑化推進 

＊川西市街路樹維持管理計画等に基づく街路樹、公

園樹木の見直し、維持管理推進 

＊民有地における立体緑化の促進支援 

～（略）～ 

＊駅前等重点的に緑化を進める地域では、緑化地域

指定などによる緑化を検討 

【みどりのまちづくりの基本方針と施策展開】 

○まちの顔にふさわしい質の高い緑化を推進しま

す 

＊公共公益施設などにおける景観や見え方に配慮

した緑化の推進 

＊川西市街路樹維持管理計画などに基づく街路樹、

公園樹木の見直し、維持管理の推進 

＊民有地における立体緑化を支援 

～（略）～ 

＊駅前など重点的に緑化を進める地域では、緑化地

内容を分かりやすくす

るため、文言を修正しま

した。また、「間口緑地率」

の出典を改めるととも

に、施設名を統一するた

め、文言を修正しました。 
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～（略）～ 

出典：川西市中央北地区低炭素まちづくり計画（平

成 25(2013)年 3 月） 

○中心市街地活性化に資する多様なオープンスペ

ースの活用 

～（略）～ 

○安全・安心に巡り歩けるみどりの回遊ルートの形

成 

＊川西能勢口駅東側地区～キセラ川西地区（歩道・

せせらぎ遊歩道など） 

～（略）～ 

＊都市計画道路豊川橋山手線 

域指定などによる緑化を検討 

～（略）～ 

出典：キセラ川西エコまち運用基準（令和 2 年

(2020)年 12 月） 

○中心市街地活性化に資する多様なオープンスペ

ースを活用します 

～（略）～ 

○安全・安心に巡り歩けるみどりの回遊ルートの形

成を目指します 

＊阪急川西能勢口駅東側地区～キセラ川西地区（歩

道・せせらぎ遊歩道など） 

～（略）～ 

＊市道 10 号 

【38 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

(１)地域区分の設定及び施策の展開 

 本市の地形構成や都市開発の経緯、現状のみどり

の土地利用構成、都市計画マスタープランにおける

地域区分などをもとに、以下の３地域に区分し、地

域の概況、みどりの現状・課題および地域のみどり

の方向性を示した地域別計画を定めました。 

 

（表） 

中エリア 

A.旧集落・市街地 

B.大規模住宅団地 

(１)地域区分の設定および施策の展開 

 本市の地形構成や都市開発の経緯、現状のみどり

の土地利用構成、都市計画マスタープランにおける

地域区分などをもとに、以下の３地域に区分し、地

域の概況、みどりの現況と課題および地域のみどり

の方向性を示した地域別計画を定めます。 

 

（表） 

中エリア 

A.旧集落・市街地 

B.ふるさと団地一帯 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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【39，41，45 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

 

①-1.北エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

・令和 2(2020)年国勢調査人口は 108 人と少なく、

直近 10 年（2010 年との比較）で約 2 割近く減少

しています。 

・65 歳以上の高齢者人口が 5 割以上を占めていま

す。 

～（略）～ 

②-1.中エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

～（略）～ 

・高齢化は直近 10 年（2010 年との比較）で 9 ポイ

ント増加しており、令和 2(2020)年では高齢者が 3

人に一人まで進行しています。 

・2020 年人口 98,771 人のうち、大規模住宅団地人

口は 60,091 人で中エリアの約 6 割を占めていま

す。 

～（略）～ 

③-1.南エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

・2020 年国勢調査人口 53,442 人で全市人口の約

35％を占めています。JR で地域を南北に分けると、

北側(A)が 29,730 人、南側(B)が 23,712 人と、北側

①-1.北エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

・令和 2(2020)年国勢調査人口は 108 人と少なく、

直近 10 年（2010 年との比較）で約 20％近く減少

しています。 

・過半数が 65 歳以上の高齢者となっています。 

～（略）～ 

②-1.中エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

～（略）～ 

・高齢化率は直近 10 年（2010 年との比較）で 9 ポ

イント増加しており、令和 2(2020)年では高齢者が

3 人に一人まで進行しています。 

・2020 年人口 98,771 人のうち、ニュータウン居住

者人口は 60,091 人で中エリアの約 60％を占めて

います。 

～（略）～ 

③-1.南エリアの概況 

～（略）～ 

○ 人口 

・令和 2（2020）年国勢調査人口は 53,442 人で、

全市人口の約 35％を占めています。JR 線を境に地

域を南北に分けると、JR 北側が 29,730 人、JR 南

側が 23,712 人と、JR 北側が過半数を占めます。 

ご意見を踏まえ、割合

の表現を統一しました。

また、内容を分かりやす

くするため、文言を修正

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年（度）表記を統一す

るため、文言を修正しま

した。また、ご意見を踏

まえ、文言を修正しまし
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(A)が過半数となります。 

・南エリア全体の人口は交通利便性が高いことも

あり、ここ 10 年（平成 22(2010)年との比較）はほ

ぼ横ばいで推移していますが、南側(B)は近年微減

傾向となっています。 

・高齢化はここ 10 年（平成 22(2010)年との比較）

で、北部(A)で 3.5 ポイント、南部(B)で 4.4 ポイン

ト増、令和 2（2020）年の高齢化率はともに約 30％

となっています。 

 

・南エリア全体の人口は交通の利便性が高いこと

もあり、ここ 10 年（平成 22(2010)年との比較）は

ほぼ横ばいで推移していますが、JR 南側は近年微

減傾向となっています。 

・令和 2(2020)年における高齢化率は約 30％で、こ

こ 10 年（平成 22(2010)年との比較）で、JR 北部

で 3.5 ポイント、JR 南部で 4.4 ポイント増加して

います。 

た。 

 

 

 

 

 

 

【39 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

①-1.北エリアの概況 

○ 人口 

○ 市街地特性 

 

①-1.北エリアの概況 

○ 人口 

○ 市街地特性 

 ・文字切れの修正 

ご意見を踏まえ、文字

切れについて修正しまし

た。 

【39 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

①-1.北エリアの概況 

黒川地区の山里の集落地、知明湖（一庫ダム）など、

豊かな自然と美しい景観に恵まれた地域です。 

～（略）～ 

①-2.北エリアのみどりの現状と課題 

○ 現状 

～（略）～ 

○ 課題 

・猪名川渓谷県立自然公園及び北摂連山近郊緑地

保全区域のみどりの保全。 

①-1.北エリアの概況 

黒川地区の山里の集落地、知明湖など、豊かな自然

と美しい景観に恵まれた地域です。 

～（略）～ 

①-2.北エリアのみどりの現況と課題 

○ 現況 

～（略）～ 

○ 課題 

・猪名川渓谷県立自然公園および北摂連山近郊緑

地保全区域のみどりの保全。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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【40、43，47 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

①北エリア 

②中エリア 

③南エリア 

 

①-3.北エリアのみどりの方向性 

○基本施策（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○北エリアのみどりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-3.北エリアのみどりの方向性 

○目指すべき姿 

○基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

《北エリアにおける施策の展開》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見を踏まえ、目指

すべき姿（緑の将来像）

を再掲し、項目を再構成

するとともに、基本施策

についてわかりやすくす

るため、表でまとめまし

た。 
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②-3. 中エリアのみどりの方向性 

○基本施策（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中エリアのみどりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-3. 中エリアのみどりの方向性 

○目指すべき姿 

○基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中エリアにおける施策の展開》 
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③-3.南エリアのみどりの方向性 

○基本施策（主なもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中エリアのみどりの方針図 

③-3.南エリアのみどりの方向性 

○目指すべき姿 

○基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中エリアにおける施策の展開》 

【40 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

①北エリア 

①-3.北エリアのみどりの

方向性 

〇基本施策（主なもの） 

・「みどりの拠点」である県立一庫公園について、

県、市、民間企業との連携のもと、湖畔や森林の自

然、里山文化など、周辺を含めて楽しめる場として、

広場、駐車場などの利用に係る環境を整備。 

～（略）～ 

・伝統的な地域産業と一体になった里山や棚田の

風景を構成するみどりの保護、保全の継続。 

・黒川地区における里山環境保全、観光資源として

〇基本施策 

・「みどりの拠点」である県立一庫公園について、

県、本市、隣接民間施設との連携のもと、湖畔や森

林の自然、里山文化など、周辺を含めて楽しめる場

として、広場や駐車場などの利用に係る環境を整

備。 

～（略）～ 

・伝統的な地域産業と一体になった里山や棚田の

風景を構成するみどりの保護・保全の継続。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、重複し

た内容の施策をまとめ、

文言を修正しました。 
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のみどりの活用。 

・妙見山の山々における環境学習の場としての、既

存団体と連携した環境整備、情報発信 

・市民や企業など多様な主体との協働によるみど

りの保護・保全の推進。 

 

（図）北エリアのみどりの方針図 

 

黒川地区における里山環境保全、観光資源としての

みどりの活用。 

 

多様な主体との協働による「みどりの拠点（県立一

庫公園）」の保全と周辺を含めた利活用環境充実。 

 

山々における環境学習の場として環境整備、活動の

支援情報発信。 

 

近郊緑地保全区域および県立一庫公園周辺におけ

る機能強化および、支援。 

 

・黒川地区における里山環境保全および観光資源

としてのみどりの活用。 

・妙見山の山々における環境学習の場としての、住

民活動団体と連携した環境整備および活動の支援 

・市民や事業者など多様な主体との協働によるみ

どりの保護・保全の推進。 

 

（図）北エリアにおける施策の展開 

 

黒川地区における里山環境保全および観光資源と

してのみどりの活用。 

 

多様な主体との協働による「みどりの拠点（県立一

庫公園）」の保全と周辺を含めた利活用に向けた環

境の整備。 

 

山々における環境学習の場としての環境整備およ

び活動の支援。 

 

近郊緑地保全区域における制度の適正運用。 

「川西市森林整備計画」の推進。 

【41～42 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

②中エリア 

②-1.中エリアの概況 

～（略）～ 

・狭い平野部（河川、鉄道、幹線道路沿い）には旧

来の集落や市街地が、周辺の丘陵地には 1970 年代

から始まるニュータウン開発による大規模住宅団

②-1.中エリアの概況 

～（略）～ 

・狭い平野部（河川、鉄道、幹線道路沿い）には旧

来の集落や市街地が広がり、周辺の丘陵地には

1970 年代から始まるニュータウン開発による大規

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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地が整備されています。 

～（略）～ 

〇 市街地特性 

  中エリアは、以下の特徴ある市街地に区分しま

す。 

A.旧集落・市街地→能勢電鉄駅周辺や国道 173 号

沿いなど幹線道路沿いに発展した地区。 

B.大規模住宅団地→1970 年代にはじまるニュータ

ウン開発により形成された地区。 

 

②-2.中エリアのみどりの現状と課題 

A.旧集落・市街地 

〇 現状 

・市街地全体にみどりが少ない。 

・小規模な開発公園がほとんどであり、一人当たり

都市公園等は 1.2 ㎡と極めて少ない。 

・一庫、笹部、東多田、西多田など旧集落周辺には、

生産緑地が多く分布。 

・平野と大規模住宅団地の間には、丘陵地のみどり

（ゴルフ場含む）がひろく分布。 

・市街地内には、多田神社など主要な社寺には貴重

なみどりが残されている。 

・地域のみどりの満足度は、南エリアよりは高いも

のの、大規模住宅団地居住者と比べると不満度が高

い。地域のみどりの不満な理由としては、公園が少

ない、行きたくない、公園が古く管理が不十分な点

模住宅団地が整備されています。 

～（略）～ 

〇 市街地特性 

  中エリアは、以下の 2 つの区域に区分します。 

A.旧集落・市街地→能勢電鉄駅周辺や国道 173 号

沿いなど幹線道路沿いに発展した区域。 

B.ふるさと団地一帯→1970 年代にはじまるニュー

タウン開発により形成されたふるさと団地一帯。 

 

②-2.中エリアのみどりの現況と課題 

A.旧集落・市街地 

〇 現況 

・市街地全体にみどりが少ない。 

・開発に伴い整備された小規模な公園がほとんど

であり、一人当たり都市公園面積は 1.2 ㎡と極めて

少ない。 

・一庫、笹部、東多田、西多田など旧集落周辺には、

生産緑地が多く分布。 

・旧集落地と大規模住宅団地の間には、丘陵地のみ

どり（ゴルフ場含む）が広く分布。 

・市街地内には、多田神社などの主要な社寺に貴重

なみどりが残されている。 

・地域のみどりの満足度は、南エリアよりは高いも

のの、ニュータウン居住者と比べると不満度が高

い。地域のみどりの不満な理由としては、公園が少

ない、行きにくいのほか、公園が古く管理が不十分
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が挙げられている。 

〇 課題 

・市街地全体のみどりの量、質の向上が必要。 

・利用者ニーズや地域特性に応じた公園整備促進。 

・市街地周辺の既存の樹林地や農地、水辺空間等の

保全と有効活用。 

な点があげられている。 

〇 課題 

・市街地全体のみどりの量、質の向上が必要。 

・利用者ニーズや地域特性に応じた公園整備の促

進。 

・市街地周辺の既存の樹林地や農地、水辺空間など

の保全と有効活用。 

【42 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

②中エリア 

②-2.中エリアのみどりの

現状と課題 

B.大規模住宅団地 

〇 現状 

・一団の大規模住宅団地開発のもと、計画的な都市

公園の配置、街路緑化を実施。 

※一人当たり都市公園面積は平均で 9 ㎡程度 

・地区公園、近隣公園など地域の核となる公園を有

する団地が多い。 

・開発地を取り巻くように残存緑地、法面（都市緑

地）が分布。 

・地域のみどりの満足度は高く、満足、やや満足を

あわせて 8 割以上を占める。地域のみどりの不満な

理由としては、公園や街路樹の管理が不十分な点が

挙げられている。 

〇 課題 

・人口減少や高齢化が進行するなかでのみどりの

維持管理やストック活用。 

・団地住民の高齢化や世代交代が進むなか、みどり

に関するニーズ変化への柔軟な対応。 

・ニュータウン外周部などの自然環境保全による

B.ふるさと団地一帯 

〇 現況 

・ふるさと団地開発のもと、計画的な都市公園の配

置、道路緑化を実施。 

※一人当たり都市公園面積は平均で 9 ㎡程度 

・地区公園、近隣公園など地域の核となる公園を有

する団地が多い。 

・ニュータウンを取り巻く残存緑地、法面の緑地は

都市緑地に指定。 

・お住いの地域のみどりの満足度は高く、満足、や

や満足をあわせて 8 割以上を占める。地域のみどり

の不満な理由としては、公園や街路樹の管理が不十

分な点があげられている。 

〇 課題 

・人口減少や高齢化が進行するなかでのみどりの

維持管理やストック活用が必要。 

・住民の高齢化や世代交代が進むなか、みどりに関

するニーズ変化への柔軟な対応。 

・ニュータウン周辺の斜面緑地のみどりの保全に

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容を分かり

やすくするため、文言を

修正しました。 
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土砂流出や斜面崩壊など防災面への対応。 

 

（図）中エリアにおける市民のみどりの満足度 

 

（図）中エリアのみどりが不満の理由 

 

よる土砂流出や斜面崩壊など防災機能の維持・向

上。 

 

（図）中エリアにおけるお住いの地域のみどりの満

足度 

 

（図）中エリアにおけるお住まいの地域のみどりが

不満の理由 

【43 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

②中エリア 

②-3.中エリアのみどりの

方向性 

A.旧集落・市街地 

〇基本施策（主なもの） 

・猪名川の水辺の自然の保護、保全と、環境学習の

場としての活用、既存団体との連携。 

・多田神社などの社寺境内や歴史ある住宅と一体

になったみどりにおける所有者との調整による保

護、保全。 

・地域のみどりを特徴づける樹木の保護、保全に関

する支援。 

・低未利用公園緑地の魅力化の検討。 

～（略）～ 

・農地における適切な環境維持に向けた、農業の継

続、農地保全の働きかけ。 

～（略）～ 

・公有地のほか農地等を含めた総合的な観点から

のオープンスペースの活用の推進。 

〇基本施策 

・猪名川の水辺の自然の保護・保全と、環境学習の

場としての活用および既存団体との連携。 

・多田神社などの社寺境内地や歴史ある住宅と一

体になったみどりにおける所有者との調整による

保護・保全。 

・地域のみどりを特徴づける樹木の保護・保全に関

する支援。 

・低未利用となっている公園・緑地の魅力化の検

討。 

～（略）～ 

・農地における適切な環境維持に向けた農業の継

続および農地保全の働きかけ。 

～（略）～ 

・公有地のほか農地などを含めた総合的な観点か

らのオープンスペースの活用の推進。 

ご意見を踏まえ、表記

を改めました。また、内

容をわかりやすくするた

め、表現を修正しました。 
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【43 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

②中エリア 

②-3.中エリアのみどりの

方向性 

B.大規模住宅団地 

〇基本施策（主なもの） 

・団地再生の一翼を担う「みどりの拠点」としての

主要公園の活性化と、地域が主体となって管理運営

に取組む仕組みづくりの推進。 

・ふるさと団地周辺のみどりを都市緑地として供

用するとともに、適切な管理、大和フォレストクラ

ブや渓のサクラを守る会、虫生川周辺の自然を守る

会などの既存団体と連携した環境学習の場として

の活用。 

〇基本施策 

・団地再生の一翼を担う「みどりの拠点」としての

主要公園の活性化と、地域が主体となって管理運営

に取り組む仕組みづくりの推進。 

・ふるさと団地周辺のみどりにおける都市緑地と

して供用と適切な管理、大和フォレストクラブや渓

のサクラを守る会、虫生川周辺の自然を守る会など

の既存団体と連携した環境学習の場としての活用。 

ご意見を踏まえ、表記

を改めました。また、内

容をわかりやすくするた

め、表現を修正しました。 

【44 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

②中エリア 

（図）中エリアのみどりの方針図 

 

猪名川の水辺の自然の保護、保全・活用、既存団体

との連携。 

 

丸山台・美山台 

多田グリーンハイツ 水明第・向陽台・緑台 

けやき坂 

湯山台・萩原台・鴬台・南野坂 

（図）中エリアにおける施策の展開 

 

猪名川の水辺の自然の保護・保全と活用および既存

団体との連携。 

 

日生ニュータウン 

多田グリーンハイツ 

鷹尾山けやき坂 

川西藤ヶ丘ニュータウン（湯山台）・萩原台・鶯の

森（鶯台）・北雲雀丘（南野坂）・鶯が丘 

ご意見を踏まえ、文章

を修正し、表記揺れにつ

いて統一しました。 

【45 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

③南エリア 

③-1.南エリアの概況 

古くから都市化が進んできた中心市街地で、住機能

のほか商業業務、公共施設など都市機能が集積した

地域です。 

～（略）～ 

〇 市街地特性 

JR を境に特徴ある南北の市街地に区分し、みどり

③-1.南エリアの概況 

古くから都市化が進んできた中心市街地で、居住機

能のほか商業、公共など都市機能が集積した地域で

す。 

～（略）～ 

〇 市街地特性 

JR 線を境に特徴ある南北の市街地に区分します。 

ご意見を踏まえ、表記

を改めました。また、内

容をわかりやすくするた

め、表現を修正しました。 
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の現状と課題、方向性を記述します。 

 

（図）南エリアのみどりの現状 の市街地区分 

 

A.JR 南側 

 

（図）南エリアのみどりの現状 の市街地区分 

 

B.JR 南側 

【45～46 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

③南エリア 

③-2.南エリアのみどりの現状と課題 

A.JR 北側 

〇 現状 

・総じて街路樹や公園などのみどりが少なく、みど

りの満足度は、中エリアのと比べて低い。地域のみ

どりの不満な点として、日陰をつくる樹木をはじめ

としたまちなかのみどりの少なさが挙げられる。 

～（略）～ 

〇 課題 

～（略）～ 

・キセラ川西せせらぎ公園の整備効果の周辺への

波及促進 

B.JR 南側 

〇 現状 

・総じて街路樹や公園などのみどりが少なく、市民

のみどりの満足度は、他地域と比べて低い。みどり

の満足度は、地域のなかでもっとも低く、不満を感

じている人も多い。地域のみどりの不満な点として

は、日陰をつくる樹木や公園などのまちなかのみど

りの少なさ、公園の管理不足が挙げられており、他

地域より多くみられる。また河川が汚れている点も

③-2.南エリアのみどりの現況と課題 

A.JR 北側 

〇 現況 

・総じて街路樹や公園などのみどりが少なく、お住

いの地域におけるみどりの満足度は、中エリアの 2

区域と比べて低い。地域のみどりの不満な点とし

て、日陰をつくる樹木をはじめとしたまちなかのみ

どりの少なさがあげられる。 

～（略）～ 

〇 課題 

～（略）～ 

 

・キセラ川西せせらぎ公園の整備効果について周

辺への波及 

B.JR 南側 

〇 現況 

・総じて街路樹や公園などのみどりが少なく、お住

いの地域におけるみどりの満足度は、もっとも低

く、不満を感じている人も多い。地域のみどりの不

満な点としては、日陰をつくる樹木や公園などのま

ちなかのみどりの少なさ、公園の管理不足があげら

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。また、内容をわかり

やすくするため、表現を

修正しました。 
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不満な点に挙げられている。 

～（略）～ 

・段丘崖の樹林や史跡公園など特徴あるみどりが

分布する。 

〇 課題 

・既存の身近なみどりの保全・活用と市民ニーズに

応じたオープンスペースの確保。 

・移転補償跡地や段丘崖のみどり、川辺のみどり、

再開発のみどりなど、まちの特色を生かしたみどり

の活用。 

 

（図）南エリアにおける市民のみどりの満足度 

 

（図）南エリアのみどりが不満の理由 

れており、他地域よりその割合が多くみられる。ま

た河川が汚れている点も不満な点にあげられてい

る。 

～（略）～ 

・段丘崖の樹林など特徴あるみどりが分布する。 

〇 課題 

・既存の身近なみどりの保全と活用および市民ニ

ーズに応じたオープンスペースの確保。 

・移転補償跡地や段丘崖のみどり、川辺のみどり、

再開発のみどりなど、まちの特色を活かしたみどり

の活用。 

 

（図）南エリアにおけるお住いの地域のみどりの満

足度 

 

（図）南エリアにおけるお住まいの地域のみどりが

不満の理由 

【47 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

③南エリア 

③-3.南エリアのみどりの

方向性 

A.JR 北側 

〇基本施策（主なもの） 

・キセラ川西せせらぎ公園をまちづくりの核とし

て、キセラ川西地区および南エリア JR 北側全体の

にぎわいを創出。 

～（略）～ 

・地域のみどりを特徴づける樹木について保護、保

全への支援。 

〇基本施策 

・キセラ川西せせらぎ公園をまちづくりの核とし

て、キセラ川西地区および南エリア JR 北側全体の

賑わいを創出。 

～（略）～ 

・地域のみどりを特徴づける樹木における保護・保

全への支援。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 
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【47 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

③南エリア 

③-3.南エリアのみどりの

方向性 

B.JR 南側 

〇基本施策（主なもの） 

・地域のみどりを特徴づける樹木について保護、保

全への支援。 

～（略）～ 

・公有地のほか農地等を含めた総合的な観点から

のオープンスペースの活用の推進。 

〇基本施策 

・地域のみどりを特徴づける樹木について保護・保

全への支援。 

～（略）～ 

・公有地のほか農地などを含めた総合的な観点か

らのオープンスペースの活用の推進。 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一しまし

た。 

【48 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第５章 

（２）地域別計画 

③南エリア 

（図）南エリアのみどりの方針図 

 

勝福寺や歴史ある住宅地と一体になったみどりの

所有者との調整による保護、保全。調整による保護

保全。 

 

キセラ川西せせらぎ公園をまちづくりの核とした

まちのにぎわい創出 

（図）南エリアにおける施策の展開 

 

勝福寺や歴史ある住宅地と一体になったみどりの

所有者との調整による保護・保全。 

 

キセラ川西せせらぎ公園をまちづくりの核とした

まちの賑わい創出 

ご意見を踏まえ、文章

を修正し、表記揺れにつ

いて統一しました。 

【49 ﾍﾟｰｼﾞ】 

第６章 

(１)計画の推進体制 

～（略）～ 

このため、本計画の推進にあたっては、市民・市民

団体、民間事業者、行政が、それぞれの役割を認識

し、相互に連携しながら取り組んでいきます。 

 

（図） 

市民・市民団体 

○みどりに関する関心、学習 

○公園の活用、特色ある公園への意見 

～（略）～ 

(１)計画の推進体制 

～（略）～ 

このため、本計画の推進にあたっては、市民・市民

団体、事業者、行政が、それぞれの役割を認識し、

相互に連携しながら取り組んでいきます。 

 

（図） 

市民・市民団体 

○みどりに関する関心、学習 

○公園の活用、特色ある公園づくりへの意見 

～（略）～ 

ご意見を踏まえ、表記

揺れについて統一し、ま

た、フォントを統一しま

した。 
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市民・民間事業者・行政のそれぞれの役割分担と連

携 

 

「行政」 

フォント：標準 

 

「民間事業者」 

 

(２)計画の進行管理 

本計画で示す施策を着実に推進していくため、計画

（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）の手法を用い、進

行管理を行います。 

設定した目標指標などを用い、施策の進捗状況を把

握および評価し、令和 13(2031)年度に中間総括、令

和 21(2039)年度に計画の総括を行います。なお、中

間総括時において、施策の進捗状況や市のみどりを

取り巻く状況などを踏まえ、最終目標年度に向けた

新たな目標指標を設定します。 

指標達成状況については、市民意向調査を実施する

ほか、市ホームページを通じて計画の進捗状況を公

表し、広く市民からの意見を募ります。 

また、進行管理を行う中で、みどりを取り巻く社会

状況や市の情勢の大きな変化など、施策と現状の乖

離が生じた場合には、必要に応じて計画の見直しを

行います。 

市民・市民団体、事業者、行政のそれぞれの役割分

担と連携 

 

「行政」 

フォント：太字 

 

「事業者」 

 

(２)計画の進行管理 

本計画で示す施策を着実に推進していくため、計画

作成（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善

（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）の手法

を用い、進行管理を行います。 

設定した目標指標などを用い、施策の進捗状況を把

握および評価し、令和 13(2031)年度に中間総括、令

和 21(2039)年度に計画の総括を行います。なお、中

間総括時において、施策の進捗状況や本市のみどり

を取り巻く状況などを踏まえ、最終目標年度に向け

た新たな目標指標を設定します。 

指標達成状況については、市民意向調査を実施する

ほか、本市ホームページを通じて計画の進捗状況を

公表し、広く市民からの意見を募ります。 

また、進行管理を行う中で、みどりを取り巻く社会

状況や本市の情勢の大きな変化など、施策と現状の

乖離が生じた場合には、必要に応じて計画の見直し

を行います。 


